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• 確認制度の流れ
• 今後のスケジュール
• その他
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確認制度の流れ
（１）各施設ごとの認可基準を満たす

（２）利用定員の設定

（３）運営基準の整備

（４）給付対象として確認

（５）施設型給付費の支給

◎利用定員の設定について

①利用定員とは

原則として認可定員の範囲内で利用定員を設定する

認可定員 利用定員 実利用員数

②設定は各施設形態ごとに年齢区分・支給認定区分に応じて設定を行う

③設定において保育標準時間・短時間の区分は行わない

認可定員 利用定員 実利用員数
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確認制度の流れ
◎各施設ごとの定員の設定について

①幼稚園： 各年齢ごとに設定

（例）

②保育所： 各年齢ごと・支給認定区分ごとに設定

（例） 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

2号認定 30人 30人 30人

3号認定 10人 15人 20人

3歳児 4歳児 5歳児

１号認定 25人 70人 70人

③幼保連携型認定こども園：各年齢ごと・支給認定区分ごとに設定

（例）

④地域型保育事業：各事業ごとの枠内で②・③と同様に年齢ごと・支給認定区分ごとに設定

※ただし、居宅訪問型事業については設定不要

（例）

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

1号認定 25人 70人 70人

2号認定 30人 30人 30人

3号認定 10人 15人 20人

0歳児 1歳児 2歳児

3号認定 3人 6人 10人
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今後のスケジュール
【教育・保育施設】

（１）意向調査の実施

（２）利用定員の照会（※その他確認に係る事務手続について通知）

（３）運営基準の整備依頼

（４） （２）の内容について申請書の提出依頼

（５）申請内容の確認を実施

（６）利用定員について子ども・子育て会議へ附議

（７）確認終了後園児募集開始

【地域型保育事業を行う事業者】

（１）意向調査の実施

（２）実施事業者の選定（※その他確認に係る事務手続について提示）

（３）事業者決定後、利用定員の設定及び運営基準の整備依頼

（４） （３）の内容について申請書の提出依頼

（５）申請内容の確認を実施

（６）利用定員について子ども・子育て会議へ附議

（７）確認終了後園児募集開始
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今後のスケジュール（案）
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今後のスケジュール（案）
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その他
（１）利用定員の年度途中での変更

・年度途中の利用定員の変更は認可定員を超えない範囲で可能

・連続する過去2年間常に利用定員を超過しており、かつ、各年度の年間平均在所率が120％
以上の状態にある場合、費用を定率で調整

（２）保育標準時間と短時間の内訳

・利用定員の設定時に保育標準時間・短時間の区別は行わない
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資料４－２
第９回子ども・子育て会議
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私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査 

質問票 

（現在認定こども園ではない私立幼稚園向け） 

まず最初に、貴施設の基本情報を記入してください。 

１．施設名 □ 

２．設置者名 □ 

３．所在市町村名 □ 

４．認可された園則上の収容定員（認可定員） □人 

※定員数は、平成２６年５月１日現在の状況を記入してください。
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次に、貴施設の平成 26 年度現在の利用状況について記入してください。 

１．在籍園児数 

満３歳以上の幼児   □人 

※平成２６年５月１日現在の状況を記入してください。 

上記のうち平成２５年度中に満３歳児となったため入園した者（平成２２

年４月２日～平成２３年４月１日生まれの者に限る。） □人 

２．園児の居住市町村別の内訳 

ア 全園児が施設の所在市町村に居住している。 

イ 施設の所在市町村以外の市町村から通う園児がいるが、内訳は特に把

握していない。 

ウ 園児の居住市町村の状況を把握している。⇒内訳を記入してください。

※満３歳以上の幼児（平成２６年５月１日現在） 

市町村

の名称 

園児数       

３．預かり保育の状況 

  ア 実施していない。 

  イ 実施している。⇒平日、休業日（土曜日、日曜日及び祝日）及び長期

休業日（夏期、冬期及び春期休業日）における１日当たり利用人数、１

日の開園時間（教育時間と預かり保育の最大実施時間の合計）並びに担

当職員数を記入してください。 

 １日当たり利用

人数 

１日の開園時間 実施時の担当職

員数 

平日    

休業日    

長期休業日    

４．上記３の状況について、平成２７年度以降の状況が大きく変更する見込み

である場合は、その旨及び見込数を併記してください。  
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５．保護者の就労等による預かり保育の利用状況 

  保護者のいずれもが就労している（パートタイムを含みます。）などの事由

により預かり保育の利用頻度の高い園児数を記入してください。 

ア １日当たり□人 

イ 特に把握していない。 

６．未就園児の受け入れ状況 

  子育て支援活動の中で、満３歳未満の未就園児について、保護者が同伴し

ない形での受け入れを定期的に行っている場合は、その状況を記入してくだ

さい。 

週当たり実施日数 □日、 １日当たり利用人数 □人 

  うち、保護者のいずれもが就労している（パートタイムを含みます。）など

の事由により利用頻度の高い人数 １日当たり □人 
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〔平成２７年度（新制度施行１年目）の予定〕 

問１ 子ども・子育て新制度への移行（施設型給付の対象施設として、市町村か

ら子ども・子育て支援法に基づく確認を受けること。以下同じ。）について、

現時点での貴施設における平成２７年度（新制度施行１年目）の対応方針を

お答えください。 

① 平成２７年度（新制度施行１年目）から新制度への移行を予定していま

すか。 

１．平成２７年度は移行しない予定である。⇒②に進んでください。

２．平成２７年度は移行しない方向で検討中。⇒②に進んでください。

３．平成２７年度から移行する予定である。⇒④に進んでください。

４．平成２７年度から移行する方向で検討中。⇒④に進んでください。

※ 新制度への移行に関する正式な手続は、子ども・子育て支援法に基づく確認（み

なし確認）又は別段の申出の関係書類により行うこととなります。その手続に

ついては、今後、施設の所在市町村から案内を受けることとなりますが、今回

の調査に対する回答内容に拘束されるものではありません。

② 問１①で「１」「２」を回答した方に伺います。幼稚園について施設型給

付を受けない場合でも、預かり保育について、市町村の一時預かり事業（幼

稚園型）により実施することも可能ですが、その予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

③ 問１①で「１」「２」を回答した方に伺います。幼稚園について施設型給

付を受けない場合でも、満３歳未満の保育認定子ども（３号定員）につい

て、小規模保育事業等（所在市町村の認可が必要）を幼稚園で併設して実

施することも可能ですが、その予定はありますか。事業の利用定員は何人

を想定していますか。 

１．実施を希望する。（事業の想定利用定員 □人） 

２．実施する方向で検討している。 

３．実施を希望しない。 

※ 小規模保育事業等には家庭的保育事業を含みます。３号認定子どもを対象と

して、定員が６人から１９人の場合は小規模保育事業、５人以下の場合は家庭

的保育事業を実施することができます。

⇒問２①に進んでください。 



5 

④ 問１①で「３」「４」を回答した方に伺います。平成２７年度の新制度へ

の移行に当たっては、幼稚園のまま移行する予定ですか。それとも認定こ

ども園（幼保連携型又は幼稚園型）の認可・認定を受けたうえで移行する

予定ですか。 

１．幼稚園のままの予定である。⇒⑤に進んでください。

２．幼稚園のままの方向で検討中である。⇒⑤に進んでください。

３．認定こども園となって移行する予定である。⇒⑧に進んでください。

４．認定こども園となって移行する方向で検討中である。⇒⑧に進んでくだ

さい。

５．検討中である。⇒問２②に進んでください。

⑤ 問１④で「１」「２」を回答した方に伺います。平成２７年度以降の幼稚

園の利用定員は何人を想定していますか。 

１号定員 □人 

※ 施設型給付の対象施設として確認を受ける際に、認可定員の範囲内で利用定

員を設定することができます。なお、認可定員を超える利用定員を想定してい

る場合は、認可定員の増加に係る園則変更の認可を得ることが必要となります

のでご留意ください。恒常的に認可定員を下回っている場合は、過大な利用定

員は実態に合わない低い公定価格単価が適用されることにつながりますので、

利用状況に応じた適切な利用定員を考えていく必要があります。 

⑥ 問１④で「１」「２」を回答した方に伺います。預かり保育については、

一時預かり事業（幼稚園型）により実施する予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

※ 新制度へ移行する園における預かり保育に対する財政支援については、私学

助成の預かり保育補助ではなく、市町村の行う一時預かり事業（幼稚園型）が

基本となります。 
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⑦ 問１④で「１」「２」を回答した方に伺います。満３歳未満の保育認定子

ども（３号定員）について、小規模保育事業等（所在市町村の認可が必要）

を幼稚園で併設して実施する予定はありますか。事業の利用定員は何人を

想定していますか。 

１．実施を希望する。（事業の想定利用定員 □人） 

２．実施する方向で検討している。 

３．実施を希望しない。 

※ 小規模保育事業等には家庭的保育事業を含みます。３号認定子どもを対象と

して、定員が６人から１９人の場合は小規模保育事業、５人以下の場合は家庭

的保育事業を実施することができます。 

⇒問２②に進んでください。

⑧ 問１④で「３」「４」を回答した方に伺います。認定こども園は幼保連携

型と幼稚園型のいずれを予定していますか。 

１．幼保連携型 

２．幼保連携型の方向で検討中である。 

３．幼稚園型 

４．幼稚園型の方向で検討中である。 

５．検討中である。 

⑨ 問１④で「３」「４」を回答した方に伺います。認定こども園の利用定員

は、教育標準時間認定子ども（１号定員）、保育認定子ども（２号・３号定

員）それぞれ何人を予定していますか。

１号定員 □人 

２号・３号定員 □人 

⑩ 問１④で「３」「４」を回答した方に伺います。認定こども園の教育標準

時間認定子ども（１号定員）の預かり保育については、一時預かり事業（幼

稚園型）により実施する予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。（１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

※ 認定こども園の教育標準時間認定子ども（１号定員）の預かり保育に対する

財政支援については、私学助成の預かり保育補助ではなく、市町村の行う一時

預かり事業（幼稚園型）が原則となります。 

⇒以上で終了です。ありがとうございました。
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〔平成２８年度（新制度施行２年目）以降の予定〕 

問２ 子ども・子育て新制度への移行について、現時点での貴施設における平成

２８年度（新制度施行２年目）以降の対応方針をお答えください。 

① 問１①で「１」「２」を回答した方に伺います。平成２８年度（新制度施

行２年目）以降において新制度への移行を予定していますか。 

１．移行する方向で検討中である。 

  具体的な移行時期 

   ア 平成２８年度  イ 平成２９年度  ウ 平成３０年度以降 

⇒②に進んでください。

２．状況により判断したい。⇒以上で終了です。ありがとうございました。

３．移行する予定はない。⇒以上で終了です。ありがとうございました。

② 問２①で「１」を回答した方と問１④で「１」「２」「５」を回答した方

に伺います。平成２８年度（新制度施行２年目）以降において認定こども

園に移行する予定はありますか。

１．幼稚園のままの方向で検討中である。⇒以上で終了です。ありがとうご

ざいました。

２．認定こども園に移行する方向で検討中である。 

  具体的な移行時期 

   ア 平成２８年度  イ 平成２９年度  ウ 平成３０年度以降 

⇒③に進んでください。 

３．検討中である。⇒以上で終了です。ありがとうございました。

③ 問２②で「２」を回答した方に伺います。認定こども園に移行する場合、

幼保連携型と幼稚園型のいずれを予定していますか。 

１．幼保連携型の方向で検討中である。 

２．幼稚園型の方向で検討中である。 

３．検討中である。 

⇒以上で終了です。ありがとうございました。
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質問票フローチャート（私立幼稚園向け） 

                    問１① 

       問１②                          問１④    

       問１③         問１⑤        問１⑧ 

                   問１⑥        問１⑨ 

                   問１⑦        問１⑩ 

                              ＜終了＞ 

＜終了＞    問２①           問２②     

＜終了＞    問２③ 

                        ＜終了＞ 

幼稚園のまま

移行しない 移行する

認定こども園 検討中

・状況により判断 

・移行の予定なし

・幼稚園のまま 

・検討中

認定こども園になる 

平成２８年度に認定こども園になるか否か？ 

平成２７年度に新制度に移行するか否か？ 

一時預かりは？ 

小規模保育は？ 

移行する方向 

平成２８年度以降、新制度に移行するか？ 

類型は？ 

幼稚園のままか認定こども園になるか？ 

利用定員は？ 

一時預かりは？ 

小規模保育は？ 

類型は？ 

利用定員は？

一時預かりは？ 
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私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査 

質問票 

（現在認定こども園ではない私立幼稚園向け） 

まず最初に、貴施設の基本情報を記入してください。 

１．施設名 □ 

２．設置者名 □ 

３．所在市町村名 □ 

４．認可された園則上の収容定員（認可定員） □人 

※定員数は、平成２６年５月１日現在の状況を記入してください。
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次に、貴施設の平成 26 年度現在の利用状況について記入してください。 

１．在籍園児数 

満３歳以上の幼児   □人 

※平成２６年５月１日現在の状況を記入してください。 

上記のうち平成２５年度中に満３歳児となったため入園した者（平成２２

年４月２日～平成２３年４月１日生まれの者に限る。） □人 

２．園児の居住市町村別の内訳 

ア 全園児が施設の所在市町村に居住している。 

イ 施設の所在市町村以外の市町村から通う園児がいるが、内訳は特に把

握していない。 

ウ 園児の居住市町村の状況を把握している。⇒内訳を記入してください。

※満３歳以上の幼児（平成２６年５月１日現在） 

市町村

の名称 

園児数       

３．預かり保育の状況 

  ア 実施していない。 

  イ 実施している。⇒平日、休業日（土曜日、日曜日及び祝日）及び長期

休業日（夏期、冬期及び春期休業日）における１日当たり利用人数、１

日の開園時間（教育時間と預かり保育の最大実施時間の合計）並びに担

当職員数を記入してください。 

 １日当たり利用

人数 

１日の開園時間 実施時の担当職

員数 

平日    

休業日    

長期休業日    

４．上記３の状況について、平成２７年度以降の状況が大きく変更する見込み

である場合は、その旨及び見込数を併記してください。  
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５．保護者の就労等による預かり保育の利用状況 

  保護者のいずれもが就労している（パートタイムを含みます。）などの事由

により預かり保育の利用頻度の高い園児数を記入してください。 

ア １日当たり□人 

イ 特に把握していない。 

６．未就園児の受け入れ状況 

  子育て支援活動の中で、満３歳未満の未就園児について、保護者が同伴し

ない形での受け入れを定期的に行っている場合は、その状況を記入してくだ

さい。 

週当たり実施日数 □日、 １日当たり利用人数 □人 

  うち、保護者のいずれもが就労している（パートタイムを含みます。）など

の事由により利用頻度の高い人数 １日当たり □人 
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〔平成２７年度（新制度施行１年目）の予定〕 

問１ 子ども・子育て新制度への移行（施設型給付の対象施設として、市町村か

ら子ども・子育て支援法に基づく確認を受けること。以下同じ。）について、

現時点での貴施設における平成２７年度（新制度施行１年目）の対応方針を

お答えください。 

① 平成２７年度（新制度施行１年目）から新制度への移行を予定していま

すか。 

１．平成２７年度は移行しない予定である。⇒②に進んでください。

２．平成２７年度は移行しない方向で検討中。⇒②に進んでください。

３．平成２７年度から移行する予定である。⇒④に進んでください。

４．平成２７年度から移行する方向で検討中。⇒④に進んでください。

※ 新制度への移行に関する正式な手続は、子ども・子育て支援法に基づく確認（み

なし確認）又は別段の申出の関係書類により行うこととなります。その手続に

ついては、今後、施設の所在市町村から案内を受けることとなりますが、今回

の調査に対する回答内容に拘束されるものではありません。

② 問１①で「１」「２」を回答した方に伺います。幼稚園について施設型給

付を受けない場合でも、預かり保育について、市町村の一時預かり事業（幼

稚園型）により実施することも可能ですが、その予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

③ 問１①で「１」「２」を回答した方に伺います。幼稚園について施設型給

付を受けない場合でも、満３歳未満の保育認定子ども（３号定員）につい

て、小規模保育事業等（所在市町村の認可が必要）を幼稚園で併設して実

施することも可能ですが、その予定はありますか。事業の利用定員は何人

を想定していますか。 

１．実施を希望する。（事業の想定利用定員 □人） 

２．実施する方向で検討している。 

３．実施を希望しない。 

※ 小規模保育事業等には家庭的保育事業を含みます。３号認定子どもを対象と

して、定員が６人から１９人の場合は小規模保育事業、５人以下の場合は家庭

的保育事業を実施することができます。

⇒問２①に進んでください。 
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④ 問１①で「３」「４」を回答した方に伺います。平成２７年度の新制度へ

の移行に当たっては、幼稚園のまま移行する予定ですか。それとも認定こ

ども園（幼保連携型又は幼稚園型）の認可・認定を受けたうえで移行する

予定ですか。 

１．幼稚園のままの予定である。⇒⑤に進んでください。

２．幼稚園のままの方向で検討中である。⇒⑤に進んでください。

３．認定こども園となって移行する予定である。⇒⑧に進んでください。

４．認定こども園となって移行する方向で検討中である。⇒⑧に進んでくだ

さい。

５．検討中である。⇒問２②に進んでください。

⑤ 問１④で「１」「２」を回答した方に伺います。平成２７年度以降の幼稚

園の利用定員は何人を想定していますか。 

１号定員 □人 

※ 施設型給付の対象施設として確認を受ける際に、認可定員の範囲内で利用定

員を設定することができます。なお、認可定員を超える利用定員を想定してい

る場合は、認可定員の増加に係る園則変更の認可を得ることが必要となります

のでご留意ください。恒常的に認可定員を下回っている場合は、過大な利用定

員は実態に合わない低い公定価格単価が適用されることにつながりますので、

利用状況に応じた適切な利用定員を考えていく必要があります。 

⑥ 問１④で「１」「２」を回答した方に伺います。預かり保育については、

一時預かり事業（幼稚園型）により実施する予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

※ 新制度へ移行する園における預かり保育に対する財政支援については、私学

助成の預かり保育補助ではなく、市町村の行う一時預かり事業（幼稚園型）が

基本となります。 
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⑦ 問１④で「１」「２」を回答した方に伺います。満３歳未満の保育認定子

ども（３号定員）について、小規模保育事業等（所在市町村の認可が必要）

を幼稚園で併設して実施する予定はありますか。事業の利用定員は何人を

想定していますか。 

１．実施を希望する。（事業の想定利用定員 □人） 

２．実施する方向で検討している。 

３．実施を希望しない。 

※ 小規模保育事業等には家庭的保育事業を含みます。３号認定子どもを対象と

して、定員が６人から１９人の場合は小規模保育事業、５人以下の場合は家庭

的保育事業を実施することができます。 

⇒問２②に進んでください。

⑧ 問１④で「３」「４」を回答した方に伺います。認定こども園は幼保連携

型と幼稚園型のいずれを予定していますか。 

１．幼保連携型 

２．幼保連携型の方向で検討中である。 

３．幼稚園型 

４．幼稚園型の方向で検討中である。 

５．検討中である。 

⑨ 問１④で「３」「４」を回答した方に伺います。認定こども園の利用定員

は、教育標準時間認定子ども（１号定員）、保育認定子ども（２号・３号定

員）それぞれ何人を予定していますか。

１号定員 □人 

２号・３号定員 □人 

⑩ 問１④で「３」「４」を回答した方に伺います。認定こども園の教育標準

時間認定子ども（１号定員）の預かり保育については、一時預かり事業（幼

稚園型）により実施する予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。（１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

※ 認定こども園の教育標準時間認定子ども（１号定員）の預かり保育に対する

財政支援については、私学助成の預かり保育補助ではなく、市町村の行う一時

預かり事業（幼稚園型）が原則となります。 

⇒以上で終了です。ありがとうございました。
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〔平成２８年度（新制度施行２年目）以降の予定〕 

問２ 子ども・子育て新制度への移行について、現時点での貴施設における平成

２８年度（新制度施行２年目）以降の対応方針をお答えください。 

① 問１①で「１」「２」を回答した方に伺います。平成２８年度（新制度施

行２年目）以降において新制度への移行を予定していますか。 

１．移行する方向で検討中である。 

  具体的な移行時期 

   ア 平成２８年度  イ 平成２９年度  ウ 平成３０年度以降 

⇒②に進んでください。

２．状況により判断したい。⇒以上で終了です。ありがとうございました。

３．移行する予定はない。⇒以上で終了です。ありがとうございました。

② 問２①で「１」を回答した方と問１④で「１」「２」「５」を回答した方

に伺います。平成２８年度（新制度施行２年目）以降において認定こども

園に移行する予定はありますか。

１．幼稚園のままの方向で検討中である。⇒以上で終了です。ありがとうご

ざいました。

２．認定こども園に移行する方向で検討中である。 

  具体的な移行時期 

   ア 平成２８年度  イ 平成２９年度  ウ 平成３０年度以降 

⇒③に進んでください。 

３．検討中である。⇒以上で終了です。ありがとうございました。

③ 問２②で「２」を回答した方に伺います。認定こども園に移行する場合、

幼保連携型と幼稚園型のいずれを予定していますか。 

１．幼保連携型の方向で検討中である。 

２．幼稚園型の方向で検討中である。 

３．検討中である。 

⇒以上で終了です。ありがとうございました。



8 

質問票フローチャート（私立幼稚園向け） 

                    問１① 

       問１②                          問１④    

       問１③         問１⑤        問１⑧ 

                   問１⑥        問１⑨ 

                   問１⑦        問１⑩ 

                              ＜終了＞ 

＜終了＞    問２①           問２②     

＜終了＞    問２③ 

                        ＜終了＞ 

幼稚園のまま

移行しない 移行する

認定こども園 検討中

・状況により判断 

・移行の予定なし

・幼稚園のまま 

・検討中

認定こども園になる 

平成２８年度に認定こども園になるか否か？ 

平成２７年度に新制度に移行するか否か？ 

一時預かりは？ 

小規模保育は？ 

移行する方向 

平成２８年度以降、新制度に移行するか？ 

類型は？ 

幼稚園のままか認定こども園になるか？ 

利用定員は？ 

一時預かりは？ 

小規模保育は？ 

類型は？ 

利用定員は？

一時預かりは？ 



1 

私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査 

質問票 

（認定こども園向け） 

まず最初に、貴施設の基本情報を記入してください。 

１．施設名 認定こども園の名称 □ 

      幼稚園の名称 □ 

２．設置者名 □ 

３．所在市町村名 □ 

４．認定こども園の類型 □１．幼保連携型 ２．幼稚園型 

５．認可された園則上の収容定員（認可定員） □人 

※定員数は、平成２６年５月１日現在の状況を記入してください。 

 （内訳） 

幼保連携型の場合 幼稚園部分 □人 

 保育所部分 □人 

幼稚園型の場合   幼稚園部分 □人 

 保育機能施設部分 □人（接続型・並列型に限る。） 
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次に、貴施設の平成 26 年度現在の利用状況について記入してください。 

１．在籍園児数 □人 

※平成２６年５月１日現在の状況を記入してください。 

 （内訳）

  ①下記②、③以外の幼児（教育時間のみ在籍）     □人 

  ②保育に欠ける幼児(*1)（３歳以上）         □人 

  ③保育に欠ける乳児又は幼児(*1)（３歳未満）     □人 

(*1)児童福祉法第 39条第 1項に規定する乳児又は幼児

  ①のうち平成２５年度中に満３歳児となったため入園した者（平成２２年

４月２日～平成２３年４月１日生まれの者に限る。）   □人 

２．園児の居住市町村別の内訳 

ア 全園児が施設の所在市町村に居住している。 

イ 施設の所在市町村以外の市町村から通う園児がいるが、内訳は特に把

握していない。 

ウ 園児の居住市町村の状況を把握している。⇒内訳を記入してください。

※平成２６年５月１日現在 

市町村

の名称 

園児数       
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〔平成２７年度（新制度施行１年目）以降の予定〕 

問１ 子ども・子育て新制度への移行（施設型給付の対象施設として、市町村

から子ども・子育て支援法に基づく確認を受けること。以下同じ。）につい

て、現時点での貴施設における今後の対応方針をお答えください。 

１．現在の認定こども園の類型で新制度に移行する。⇒問３に進んでくだ

さい。

２．認定こども園の類型を変更して新制度に移行する。 

変更後の類型  □型 １．幼保連携型 ２．幼稚園型 

           ３．保育所型  ４．地方裁量型 

⇒問２に進んでください。

３．上記以外の対応を検討している。⇒問４に進んでください。

※ 新制度への移行に関する正式な手続は、子ども・子育て支援法に基づく確認

（みなし確認）又は別段の申出の関係書類により行うこととなります。その手

続については、今後、施設の所在市町村から案内を受けることとなりますが、

今回の調査に対する回答内容に拘束されるものではありません。 

問２ （問 1で「２」を回答した方に伺います。） 

認定こども園の類型を変更する時期は、いつを予定していますか。  

１．平成２７年度を予定している。 

２．平成２８年度以降で検討している。 

  ⇒問３に進んでください。 

問３ 

① （問１で「１」を回答した方と問２を回答した方に伺います。） 

平成２７年度以降の認定こども園の利用定員は何人を予定していますか。

１号認定子ども □人、２号認定子ども □人、３号認定子ども □人 

※１号認定子ども…満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、２号認定子ども以外のもの（１号認定子ども） 

   ※２号認定子ども…満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定

める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 

   ※３号認定子ども…満３歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定

める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 
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② （問１で「１」を回答した方と問２を回答した方に伺います。） 

認定こども園の教育標準時間認定子ども（１号定員）の預かり保育につ

いては、一時預かり事業（幼稚園型）により実施する予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

※ 新制度へ移行する園における預かり保育に対する財政支援については、私学

助成の預かり保育補助ではなく、市町村の行う一時預かり事業（幼稚園型）が

基本となります。 

 ⇒以上で終了です。ありがとうございました。 
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問４  

  ① （問１で「３」を回答した方に伺います。） 

現在検討している対応はどちらですか。 

１．幼稚園又は幼稚園と保育所に戻ることを検討している。⇒②に進んで

ください。

２．上記以外の対応を検討している。具体的に記述してください。⇒以上

で終了です。ありがとうございました。

 ② （問４①で「１」を回答した方に伺います。） 

幼稚園又は幼稚園と保育所に戻ることを検討している場合、幼稚園につ

いては、引き続き私学助成を受けることを希望していますか。それとも新

制度へ移行して施設型給付を受けることを希望していますか。 

１．私学助成を受けることを希望している。⇒問５に進んでください。

２．新制度に移行して施設型給付を受けることを希望している。⇒問６に

進んでください。

※ 認定こども園から戻る幼稚園についても、通常の場合と同様に、私学助成と

施設型給付を選択することができます。 

※ 幼稚園型認定こども園の保育機能部分に対する財政支援については、現在の

ところ、安心こども基金による認定こども園事業費を受けることが可能ですが、

幼稚園に戻る場合には、これを受けることができなくなります。その場合、保

育に欠ける子どもの保育の継続に支障のないよう、一時預かり事業（幼稚園型）

や小規模保育事業等の適切な実施を検討することが必要です（問５参照）。
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問５ 

① （問４②で「１」を回答した方に伺います。） 

幼稚園について施設型給付を受けない場合でも、預かり保育について、

市町村の一時預かり事業（幼稚園型）により実施することも可能ですが、

その予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

② （問４②で「１」を回答した方に伺います。） 

幼稚園について施設型給付を受けない場合でも、満３歳未満の保育認定

子ども（３号定員）について、小規模保育事業等（所在市町村の認可が必

要）を幼稚園で併設して実施することも可能ですが、その予定はあります

か。もし予定がある場合は、事業の利用定員は何人を想定していますか。 

１．実施を希望する。 （事業の想定利用定員 □人） 

（例：現在幼稚園型認定こども園で満３歳未満の保育に欠ける子どもを

受け入れているため、幼稚園に戻った後の受け皿として小規模保育事

業等の実施が必要。） 

２．実施する方向で検討している。 

３．実施を希望しない 

（例１：満３歳未満の保育に欠ける子どもを受け入れていない。 

例２：現在幼保連携型認定こども園で満３歳未満の保育に欠ける子ど

もを受け入れており、引き続き保育所で受け入れることが可能である

ため、小規模保育事業等の実施は不要。）。 

※ 小規模保育事業等には家庭的保育事業を含みます。３号認定子どもを対象と

して、定員が６人から１９人の場合は小規模保育事業、５人以下の場合は家庭

的保育事業を実施することができます。

⇒以上で終了です。ありがとうございました。
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問６ 

 ① （問４②で「２」を回答した方に伺います。） 

新制度に移行する時期は、いつを予定していますか。  

１．平成２７年度を予定している。⇒②及び③に進んでください。

２．平成２８年度以降で検討している。⇒以上で終了です。ありがとうご

ざいました。

② （問４②で「２」を回答した方に伺います。） 

平成２７年度以降の幼稚園の利用定員は何人を想定していますか。 

□人 

※ 施設型給付の対象施設として確認を受ける際に、認可定員の範囲内で利用定

員を設定することができます。なお、認可定員を超える利用定員を想定してい

る場合は、認可定員の増加に係る園則変更の認可を得ることが必要となります

のでご留意ください。恒常的に認可定員を下回っている場合は、過大な利用定

員は実態に合わない低い公定価格単価が適用されることにつながりますので、

利用状況に応じた適切な利用定員を考えていく必要があります。 

③ （問４②で「２」を回答した方に伺います。） 

預かり保育については、一時預かり事業（幼稚園型）により実施する予

定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

※ 新制度へ移行する園における預かり保育に対する財政支援については、私学

助成の預かり保育補助ではなく、市町村の行う一時預かり事業（幼稚園型）が

基本となります。 
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④ （問４②で「２」を回答した方に伺います。） 

満３歳未満の保育認定子ども（３号定員）について、小規模保育事業等

（所在市町村の認可が必要）を幼稚園で併設して実施することも可能です

が、その予定はありますか。もし予定がある場合は、事業の利用定員は何

人を想定していますか。 

１．実施を希望する。（事業の想定利用定員 □人） 

 （例：現在幼稚園型認定こども園で満３歳未満の保育に欠ける子どもを

受け入れているため、幼稚園に戻った後の受け皿として小規模保育事

業等の実施が必要。） 

２．実施する方向で検討している。 

３．実施を希望しない。 

 （例１：満３歳未満の保育に欠ける子どもを受け入れていない。 

例２：現在幼保連携型認定こども園で満３歳未満の保育に欠ける子ど

もを受け入れており、引き続き保育所で受け入れることが可能である

ため、小規模保育事業等の実施は不要。）。 

※ 小規模保育事業等には家庭的保育事業を含みます。３号認定子どもを対象と

して、定員が６人から１９人の場合は小規模保育事業、５人以下の場合は家庭

的保育事業を実施することができます。 

⇒以上で終了です。ご協力ありがとうございました。 
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質問票フローチャート（認定こども園向け） 

                  ） 

     ＜終了＞ 

                       ＜終了＞ 

                  ＜終了＞ 

         ＜終了＞ 

                         ＜終了＞ 

新制度移行時のこども園の類型は？ 

問１

問３① 問２ 

問３② 

問４① 

問５① 

問５② 

問６① 

問６② 

問６③

問６④ 

現在のまま 変更する 

利用定員は？ 類型変更時期は？ 

一時預かりは？ 

その他 

私学助成と施設型給付の 

どちらを希望するか？ 

私学助成 施設型給付 

一時預かりは？ 

小規模保育は？ 

新制度移行 

時期は？ 

利用定員は？ 

一時預かりは？ 

小規模保育は？ 

平成２８年度以降

平成２７年度

問４② 

その他 幼稚園又は幼稚園と 

保育所に戻る

現在検討中の対応は？ 
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私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査 

質問票 

（認定こども園向け） 

まず最初に、貴施設の基本情報を記入してください。 

１．施設名 認定こども園の名称 □ 

      幼稚園の名称 □ 

２．設置者名 □ 

３．所在市町村名 □ 

４．認定こども園の類型 □１．幼保連携型 ２．幼稚園型 

５．認可された園則上の収容定員（認可定員） □人 

※定員数は、平成２６年５月１日現在の状況を記入してください。 

 （内訳） 

幼保連携型の場合 幼稚園部分 □人 

 保育所部分 □人 

幼稚園型の場合   幼稚園部分 □人 

 保育機能施設部分 □人（接続型・並列型に限る。） 
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次に、貴施設の平成 26 年度現在の利用状況について記入してください。 

１．在籍園児数 □人 

※平成２６年５月１日現在の状況を記入してください。 

 （内訳）

  ①下記②、③以外の幼児（教育時間のみ在籍）     □人 

  ②保育に欠ける幼児(*1)（３歳以上）         □人 

  ③保育に欠ける乳児又は幼児(*1)（３歳未満）     □人 

(*1)児童福祉法第 39条第 1項に規定する乳児又は幼児

  ①のうち平成２５年度中に満３歳児となったため入園した者（平成２２年

４月２日～平成２３年４月１日生まれの者に限る。）   □人 

２．園児の居住市町村別の内訳 

ア 全園児が施設の所在市町村に居住している。 

イ 施設の所在市町村以外の市町村から通う園児がいるが、内訳は特に把

握していない。 

ウ 園児の居住市町村の状況を把握している。⇒内訳を記入してください。

※平成２６年５月１日現在 

市町村

の名称 

園児数       
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〔平成２７年度（新制度施行１年目）以降の予定〕 

問１ 子ども・子育て新制度への移行（施設型給付の対象施設として、市町村

から子ども・子育て支援法に基づく確認を受けること。以下同じ。）につい

て、現時点での貴施設における今後の対応方針をお答えください。 

１．現在の認定こども園の類型で新制度に移行する。⇒問３に進んでくだ

さい。

２．認定こども園の類型を変更して新制度に移行する。 

変更後の類型  □型 １．幼保連携型 ２．幼稚園型 

           ３．保育所型  ４．地方裁量型 

⇒問２に進んでください。

３．上記以外の対応を検討している。⇒問４に進んでください。

※ 新制度への移行に関する正式な手続は、子ども・子育て支援法に基づく確認

（みなし確認）又は別段の申出の関係書類により行うこととなります。その手

続については、今後、施設の所在市町村から案内を受けることとなりますが、

今回の調査に対する回答内容に拘束されるものではありません。 

問２ （問 1で「２」を回答した方に伺います。） 

認定こども園の類型を変更する時期は、いつを予定していますか。  

１．平成２７年度を予定している。 

２．平成２８年度以降で検討している。 

  ⇒問３に進んでください。 

問３ 

① （問１で「１」を回答した方と問２を回答した方に伺います。） 

平成２７年度以降の認定こども園の利用定員は何人を予定していますか。

１号認定子ども □人、２号認定子ども □人、３号認定子ども □人 

※１号認定子ども…満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、２号認定子ども以外のもの（１号認定子ども） 

   ※２号認定子ども…満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定

める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 

   ※３号認定子ども…満３歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定

める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 
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② （問１で「１」を回答した方と問２を回答した方に伺います。） 

認定こども園の教育標準時間認定子ども（１号定員）の預かり保育につ

いては、一時預かり事業（幼稚園型）により実施する予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

※ 新制度へ移行する園における預かり保育に対する財政支援については、私学

助成の預かり保育補助ではなく、市町村の行う一時預かり事業（幼稚園型）が

基本となります。 

 ⇒以上で終了です。ありがとうございました。 



5 

問４  

  ① （問１で「３」を回答した方に伺います。） 

現在検討している対応はどちらですか。 

１．幼稚園又は幼稚園と保育所に戻ることを検討している。⇒②に進んで

ください。

２．上記以外の対応を検討している。具体的に記述してください。⇒以上

で終了です。ありがとうございました。

 ② （問４①で「１」を回答した方に伺います。） 

幼稚園又は幼稚園と保育所に戻ることを検討している場合、幼稚園につ

いては、引き続き私学助成を受けることを希望していますか。それとも新

制度へ移行して施設型給付を受けることを希望していますか。 

１．私学助成を受けることを希望している。⇒問５に進んでください。

２．新制度に移行して施設型給付を受けることを希望している。⇒問６に

進んでください。

※ 認定こども園から戻る幼稚園についても、通常の場合と同様に、私学助成と

施設型給付を選択することができます。 

※ 幼稚園型認定こども園の保育機能部分に対する財政支援については、現在の

ところ、安心こども基金による認定こども園事業費を受けることが可能ですが、

幼稚園に戻る場合には、これを受けることができなくなります。その場合、保

育に欠ける子どもの保育の継続に支障のないよう、一時預かり事業（幼稚園型）

や小規模保育事業等の適切な実施を検討することが必要です（問５参照）。
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問５ 

① （問４②で「１」を回答した方に伺います。） 

幼稚園について施設型給付を受けない場合でも、預かり保育について、

市町村の一時預かり事業（幼稚園型）により実施することも可能ですが、

その予定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

② （問４②で「１」を回答した方に伺います。） 

幼稚園について施設型給付を受けない場合でも、満３歳未満の保育認定

子ども（３号定員）について、小規模保育事業等（所在市町村の認可が必

要）を幼稚園で併設して実施することも可能ですが、その予定はあります

か。もし予定がある場合は、事業の利用定員は何人を想定していますか。 

１．実施を希望する。 （事業の想定利用定員 □人） 

（例：現在幼稚園型認定こども園で満３歳未満の保育に欠ける子どもを

受け入れているため、幼稚園に戻った後の受け皿として小規模保育事

業等の実施が必要。） 

２．実施する方向で検討している。 

３．実施を希望しない 

（例１：満３歳未満の保育に欠ける子どもを受け入れていない。 

例２：現在幼保連携型認定こども園で満３歳未満の保育に欠ける子ど

もを受け入れており、引き続き保育所で受け入れることが可能である

ため、小規模保育事業等の実施は不要。）。 

※ 小規模保育事業等には家庭的保育事業を含みます。３号認定子どもを対象と

して、定員が６人から１９人の場合は小規模保育事業、５人以下の場合は家庭

的保育事業を実施することができます。

⇒以上で終了です。ありがとうございました。
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問６ 

 ① （問４②で「２」を回答した方に伺います。） 

新制度に移行する時期は、いつを予定していますか。  

１．平成２７年度を予定している。⇒②及び③に進んでください。

２．平成２８年度以降で検討している。⇒以上で終了です。ありがとうご

ざいました。

② （問４②で「２」を回答した方に伺います。） 

平成２７年度以降の幼稚園の利用定員は何人を想定していますか。 

□人 

※ 施設型給付の対象施設として確認を受ける際に、認可定員の範囲内で利用定

員を設定することができます。なお、認可定員を超える利用定員を想定してい

る場合は、認可定員の増加に係る園則変更の認可を得ることが必要となります

のでご留意ください。恒常的に認可定員を下回っている場合は、過大な利用定

員は実態に合わない低い公定価格単価が適用されることにつながりますので、

利用状況に応じた適切な利用定員を考えていく必要があります。 

③ （問４②で「２」を回答した方に伺います。） 

預かり保育については、一時預かり事業（幼稚園型）により実施する予

定はありますか。 

１．希望する。 （１日当たりの想定人数 □人） 

２．実施する方向で検討している。 （１日当たりの想定人数 □人） 

３．希望しない。 

※ 新制度へ移行する園における預かり保育に対する財政支援については、私学

助成の預かり保育補助ではなく、市町村の行う一時預かり事業（幼稚園型）が

基本となります。 



8 

④ （問４②で「２」を回答した方に伺います。） 

満３歳未満の保育認定子ども（３号定員）について、小規模保育事業等

（所在市町村の認可が必要）を幼稚園で併設して実施することも可能です

が、その予定はありますか。もし予定がある場合は、事業の利用定員は何

人を想定していますか。 

１．実施を希望する。（事業の想定利用定員 □人） 

 （例：現在幼稚園型認定こども園で満３歳未満の保育に欠ける子どもを

受け入れているため、幼稚園に戻った後の受け皿として小規模保育事

業等の実施が必要。） 

２．実施する方向で検討している。 

３．実施を希望しない。 

 （例１：満３歳未満の保育に欠ける子どもを受け入れていない。 

例２：現在幼保連携型認定こども園で満３歳未満の保育に欠ける子ど

もを受け入れており、引き続き保育所で受け入れることが可能である

ため、小規模保育事業等の実施は不要。）。 

※ 小規模保育事業等には家庭的保育事業を含みます。３号認定子どもを対象と

して、定員が６人から１９人の場合は小規模保育事業、５人以下の場合は家庭

的保育事業を実施することができます。 

⇒以上で終了です。ご協力ありがとうございました。 
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質問票フローチャート（認定こども園向け） 

                  ） 

     ＜終了＞ 

                       ＜終了＞ 

                  ＜終了＞ 

         ＜終了＞ 

                         ＜終了＞ 

新制度移行時のこども園の類型は？ 

問１

問３① 問２ 

問３② 

問４① 

問５① 

問５② 

問６① 

問６② 

問６③

問６④ 

現在のまま 変更する 

利用定員は？ 類型変更時期は？ 

一時預かりは？ 

その他 

私学助成と施設型給付の 

どちらを希望するか？ 

私学助成 施設型給付 

一時預かりは？ 

小規模保育は？ 

新制度移行 

時期は？ 

利用定員は？ 

一時預かりは？ 

小規模保育は？ 

平成２８年度以降

平成２７年度

問４② 

その他 幼稚園又は幼稚園と 

保育所に戻る

現在検討中の対応は？ 



資料５
第９回子ども・子育て会議



1



2



3



4



新制度市民説明会について

日 時：平成２６年７月２８日（月）～８月７日（木）の間で１０回開催

    平日 ：１９：００～２０：３０

土・日：１０：００～１１：３０、１５：００～１６：３０

場 所：各リージョンセンター（市民プラザ）、市民会館、ふれあいホール

対象者：東大阪市に在住する妊婦とその家庭、そして１２歳未満の児童とその家族のすべ

て（主に幼稚園・保育所に通園する児童のいる家庭、及び来年度に入園を希望す

る児童のいる家庭を中心とする）

募集人数：５０名～１４０名（予定）（施設収容数により異なる）

＊定員になり次第締め切り

応募方法：ハガキ、ファックス、Eメール

内 容：子ども・子育て支援新制度の概要、支給認定証の申請手続、入園申込、利用者負

担について

周知方法：市政だより、市ホームページ、子育てハッピーメール、在園児へのチラシ配布

資料６ 

第９回子ども・子育て会議 



子ども・子育て支援制度に関わる関係法令（抄）

 児童福祉法 

第八条 

③ 市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の

事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができ

る。

第三十四条の十五 

② 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認

可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。

④ 市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉審議会を設置し

ている場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉

に係る当事者の意見を聴かなければならない。

第三十五条 

⑤ 都道府県知事は、保育所に関する前項の認可の申請があつたときは、第四十五条第一項の

条例で定める基準（保育所に係るものに限る。第八項において同じ。）に適合するかどう

かを審査するほか、次に掲げる基準（当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法

人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。）によつて、その申請を審査しな

ければならない。

⑥ 都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらか

じめ、児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（設置等の認可）

第十七条  国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとすると

き、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知

事（指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の

長。次項、第三項、第六項及び第七項並びに次条第一項において同じ。）の認可を受けなけ

ればならない。

３ 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定す

る審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

（事業停止命令）

第二十一条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型

認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

一～三 （略）

２ 都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするとき

は、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければ

ならない。

資料７ 
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（認可の取消し）

第二十二条  都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくはこの

法律に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、第

十七条第一項の認可を取り消すことができる。

２ 都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、第

二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

（都道府県における合議制の機関）

第二十五条  第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定によりその権

限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に

関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。

 上記２法における当該改正箇所は現在未施行であるが、附則に基づき、手続・認可等の準備

行為は施行前に行うことができるとされている。



幼保連携型認定こども園や地域型保育事業の選定及び認可の審査に関する事項に係る審議会について

(1)幼保連携型認定こども園等や地域型保育事業の選定について
　①子ども子育て支援事業計画に基づいて、需要量に対して供給量（確保量）の整備を順次行っていく。各リージョンごとに整備を行っていくが、
民間事業者の公募により選定し進めていくため、その選定を行う合議体が必要となる。
　②その合議体は、子ども子育て支援法第77条第1項に基づき子ども子育て支援事業を総合的にかつ計画的に進めるために設置された子ども
子育て会議の中に部会を設置し、同法第7条第4項の幼保連携型認定こども園および同法第7条第5項の地域型保育の事業者の選定を行う

(2)幼保連携型認定こども園等や地域型保育事業の認可について
　①市が幼保連携型認定こども園の設置を認可するには、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こ

東大阪市子ども・子育て会議条例の一部改正
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　①市が幼保連携型認定こども園の設置を認可するには、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こ
ども園法）第17条第3項で「合議制の意見を聴かなければならない」となっている
　②市が地域型保育事業および保育所の設置を認可するには、児童福祉法第34条の15において「児童福祉審議会を設置している場合にあって
はその意見を(中略）聴かなければならない」また同法第35条において「児童福祉審議会の意見を聴かなければならない」となっている
　③本市においては「児童福祉審議会」を社会福祉法第12条第1項の基づき社会福祉審議会に位置づけ、具体には児童福祉専門分科会で審議
してもらっている。また幼保連携型認定こども園は「合議制の意見」との規定であるので、地域型保育事業および保育所同様に社会福祉審議会
の意見を聴くことにする

東大阪市社会福祉審議会条例の一部改正



東大阪市特定教育・保育施設及び地域型事業の運営に関する基準を定める条例（仮称・案）

東大阪市保育の実施に関する条例の一部改正に関する方針・考え方

1

1 募集期間

2 募集方法

3 意見提出者数 458件

4 意見件数

1 職員の配置基準を改善し、１・２歳児を５：１、３歳児を１５：１、４・５歳児を２５：１としてください 202 件

2 教育・保育の時間を区分せず、教育・保育時間として統一してください 159 件

3 131 件

4 学級編成基準は３歳児は２０人以下、４・５歳児は２５人以下にしてください 56 件

5 44 件

6 １歳児４：１、２歳児５：１、３歳児１５：１、4歳児・５歳児２５：１にしてください 26 件

7 その他、職員配置に関すること 16 件

8 その他、給食に関すること 10 件

9 3 件

647 件

1 保育者は、すべて保育士資格者としてください 305 件

2 職員配置や面積は認可保育所の基準を下回らないようにしてください 138 件

3 給食は自園調理を必須とし、調理員を配置してください 130 件

4 避難階段に関して、乳幼児集団避難に適切なものの基準を加えてください 28 件

5 高層階に保育室を設置する場合には、乳幼児を安全に避難させるために必要な職員配置要件の上乗せしてください27 件

6 その他、職員配置に関すること 4 件

7 その他、給食に関すること 2 件

8 5 件

639 件

1 保育料以外の上乗せ・実費徴収は必要な内容であっても最低限にとどめるべきであり、規制が必要です 144 件

2 保育料以外の上乗せ・実費徴収は基本的に認めるべきではありません 123 件

3 事業会計の公表を義務付けてください 96 件

4 90 件

5 84 件

6 重要事項についての内容を保護者に情報提供するよう義務付けてください 71 件

7 1 件

609 件

1 子どもの障害を事由に加えてください 202 件

2 187 件

3 全ての子どもに対し市は保育の責任を負うことを明記すること 159 件

4 44 件

5 延長保育料等に兄弟減免（２人目半額）をしてください 26 件

618 件

1 どの施設に入っても現行保育所基準以上の条例を保障すること 192 件

2 新制度の準備が遅れている中で、充分な検討ができないまま拙速な条例化は行わないこと 150 件

3 制度実施の延期を国に要望してください 82 件

4 その他 36 件

460 件

その他

項目 件数（件）

合計

重要事項について、職員の職種、員数及び職務の内容については、正規・非正規・資格者の数と勤続年数も含
めて明らかにするようにしてください。

特定教育・保育の利用についての市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならないで
は、拒否も可能と読み取れるため、協力しなかった場合の罰則規定も明確にするべき

保育必要性の事由について「１０その他市町村が定める事由」とは何かをはっきりさせること

保育要件の年度途中の調査をすべき（要件がないのに入っている人がいる）

合計

東大阪市保育の実施に関する条例の一部改正に関する方針・考え方

その他

東大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称・案）

東大阪市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称・案）

満３歳未満児の保育室は、地震、火災などの際に容易に避難できるよう、３歳児未満に限り３階以上も可能とす
ることはやめてください

給食は自園調理を原則とし、調理員と調理室の設置を義務付けてください。外部委託は例外規定としてください。

東大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称・案）

項目

2,973件

項目

その他

項目

東大阪市特定教育・保育施設及び地域型事業の運営に関する基準を定める条例（仮称・案）

合計

合計

件数（件）

件数（件）

その他

件数（件）

項目 件数（件）

合計

東大阪市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称・案）

に対する市民意見と本市の考え方について

全体集計

平成26年4月15日（火）～平成26年5月15日（木）

ホームページ・窓口にフォーム掲載、メール・持参・郵送・Ｆａｘ
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No 項目 内容 意見 市の考え方

1
幼保連携型認定
こども園に関する
基準

職員の配置基準

職員の配置基準を改善し、１・２歳児を５：１、
３歳児を１５：１、４・５歳児を２５：１としてくださ
い

職員の配置基準について、国は将来的に消費税
が10％になり、さらに1兆円超の予算の確保がで
きれば質の改善について検討しています。本市に
おきましても国の動向を踏まえ、子ども・子育て会
議の中で検討していきます。

2
幼保連携型認定
こども園に関する
基準

教育・保育時間

教育・保育の時間を区分せず、教育・保育時
間として統一してください

国の基準に従い、支給認定に関して教育・保育の
時間区分を行います。
時間の区分により教育と保育が分断されることは
ないと考えます。

3
幼保連携型認定
こども園に関する
基準

給食

給食は自園調理を原則とし、調理員と調理室
の設置を義務付けてください。外部委託は例
外規定としてください

ご意見のとおり条例案を策定しています。

4
家庭的保育事業
等に関する基準

保育士資格
保育者は、すべて保育士資格者としてくださ
い

現状の待機児童解消の課題と保育士不足の状況
を鑑み、家庭的保育事業等については、市が実
施する研修を受講した者についても保育を可能と
します。しかしながら、将来的に課題が解決されて
いく中では、保育教諭の資格を有する者で配置を
考えていくことも検討します。

5
家庭的保育事業
等に関する基準

認可基準
職員配置や面積は認可保育所の基準を下回
らないようにしてください

現状の待機児童解消の課題と保育士不足の状況
を鑑み、家庭的保育事業等については、策定する
基準により設置をします。しかしながら、国は将来
的に消費税が10％になり、さらに1兆円超の予算
の確保ができれば質の改善の方針を考えている
ことから、本市におきましても国の動向を踏まえ、
子ども・子育て会議の中で検討していきます。

6
家庭的保育事業
等に関する基準

給食
給食は自園調理を必須とし、調理員を配置し
てください

給食はご意見のとおり自園調理を必須としていま
す。調理員については、現状の待機児童解消の
課題を鑑み、家庭的保育事業等については、策
定する基準により設置をします。しかしながら、国
は将来的に消費税が10％になり、さらに1兆円超
の予算の確保ができれば質の改善の方針を考え
ていることから、本市におきましても国の動向を踏
まえ、子ども・子育て会議の中で検討していきま
す。

7

特定教育・保育
施設及び地域型
事業の運営に関
する基準

上乗せ徴収

保育料以外の上乗せ・実費徴収は必要な内
容であっても最低限にとどめるべきであり、
規制が必要です

国の基準に従い、上乗せ徴収を可能とします。上
乗せ徴収を実施するにあたり、将来的に規制等が
必要であれば子ども・子育て会議等の中で検討を
進めます。

8

特定教育・保育
施設及び地域型
事業の運営に関
する基準

上乗せ徴収
保育料以外の上乗せ・実費徴収は基本的に
認めるべきではありません

国の基準に従い、上乗せ徴収を可能とします。上
乗せ徴収を実施するにあたり、将来的に規制等が
必要であれば子ども・子育て会議等の中で検討を
進めます。

9
保育の実施に関
する条例

入所の事由 子どもの障害を事由に加えてください

保育の必要性の事由については、子どもを保育
する保育者の状況により判定されます。障がい児
の保育については、各施設の受け入れ体制も踏
まえて優先利用を検討したいと考えています。

10
保育の実施に関
する条例

入所の事由

保育必要性の事由について「１０その他市町
村が定める事由」とは何かをはっきりさせるこ
と

保育の必要性の事由については、国の基準に
沿って策定していきます。

　　　東大阪市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称・案）
　　　東大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（仮称・案）
　　　東大阪市特定教育・保育施設及び地域型事業の運営に関する基準を定める条例（仮称・案）
　　　東大阪市保育の実施に関する条例の一部改正に関する方針・考え方

　　　　　に寄せられたご意見の概要と本市の考え方


